
○
総
務
省
令
第
八
十
四
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
及

び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
九
月
四
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
遠
洋
漁
業
船
等
の
範
囲
）

（
遠
洋
漁
業
船
等
の
範
囲
）

第
八
条
の
三

政
令
第
三
十
九
条
の
十
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
東
経
百
十
八
度
及
び
東
経
百

第
八
条
の
三

政
令
第
三
十
九
条
の
十
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
東
経
百
十
八
度
及
び
東
経
百

五
十
九
度
の
線
並
び
に
北
緯
二
十
度
及
び
北
緯
四
十
五
度
の
線
で
囲
ま
れ
た
海
域
を
除
く
海
域
に
お
い
て
行
う

五
十
九
度
の
線
並
び
に
北
緯
二
十
度
及
び
北
緯
四
十
五
度
の
線
で
囲
ま
れ
た
海
域
を
除
く
海
域
に
お
い
て
行
う

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す

同
条
に
規
定
す
る
母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
母
船
、
独
航
船
、
運
搬
船
及
び
補
給
船
と
す
る
。

る
母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
母
船
、
独
航
船
、
運
搬
船
及
び
補
給
船
と
す
る
。

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
四
項
の
船
舶
）

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
四
項
の
船
舶
）

第
十
一
条
の
二

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
主
と
し
て
遠
洋
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶

第
十
一
条
の
二

［
同
上
］

と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
船
舶
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
船
舶(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
等
」
と
い
う
。)

で
あ
つ

一

［
同
上
］

て
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
前
年
」
と
い
う
。)

中
の
外
航
就
航

日
数
の
全
就
航
日
数
に
対
す
る
割
合(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
外
航
就
航
率
」
と
い
う
。)

が
二
分
の
一
を

超
え
る
も
の

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
船

ロ

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
特
定
大
臣
許
可
漁
業

舶(

次
項
に
お
い
て
「
許
可
に
係
る
船
舶
」
と
い
う
。)
又
は
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令

等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令(

平
成
六
年
農
林
水
産
省
令
第
五
十
四
号)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許

第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
漁
獲
物
を
輸
送
す
る
船
舶(

第
四
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
運
搬

可
に
係
る
船
舶(

次
項
に
お
い
て
「
許
可
に
係
る
船
舶
」
と
い
う
。)

又
は
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り

船
」
と
い
う
。)

で
あ
つ
て
総
ト
ン
数
九
十
ト
ン
以
上
五
百
ト
ン
未
満
の
も
の

等
に
関
す
る
省
令(

昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号)

第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
漁
獲
物

を
輸
送
す
る
船
舶(

第
四
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
運
搬
船
」
と
い
う
。)

で
あ
つ
て
総
ト
ン
数
九
十
ト
ン

以
上
五
百
ト
ン
未
満
の
も
の

［
ハ

略
］

［
ハ

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

四

前
年
中
に
建
造
さ
れ
た
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

四

［
同
上
］

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

総
ト
ン
数
九
十
ト
ン
以
上
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
主
と
し
て
漁
業
法
第
三
十
六
条
第
一
項

ロ

総
ト
ン
数
九
十
ト
ン
以
上
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
主
と
し
て
漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
行
う
漁
業
に
従
事
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
て
行
う
漁
業
に
従
事
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

［
ハ
・
ニ

略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

２

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
外
航
船
舶
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
船
舶

２

法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
外
航
船
舶
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
船
舶

は
、
許
可
に
係
る
船
舶
、
運
搬
船
並
び
に
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
一
条
の
規
定
に

は
、
許
可
に
係
る
船
舶
、
運
搬
船
並
び
に
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
三
十
三
条
の
規

よ
る
届
出
を
し
て
使
用
す
る
火
船
及
び
魚
探
船
で
、
総
ト
ン
数
四
十
五
ト
ン
以
上
九
十
ト
ン
未
満
の
も
の
と
す

定
に
よ
る
届
出
を
し
て
使
用
す
る
火
船
及
び
魚
探
船
で
、
総
ト
ン
数
四
十
五
ト
ン
以
上
九
十
ト
ン
未
満
の
も
の

る
。

と
す
る
。

附

則

附

則

（
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
倉
庫
等
）

（
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
倉
庫
等
）

第
六
条

［
略
］

第
六
条

［
同
上
］

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

84

84



法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
八
項
に
規
定
す
る
一
体
型
滞
在
快
適
性
等
向
上
事
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

［
新
設
］

85
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
同
令
第
十
一
条
の
二
各
号

に
掲
げ
る
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業
と
す
る
。

法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
八
項
に
規
定
す
る
滞
在
快
適
性
等
向
上
施
設
等
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

［
新
設
］

86
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

政
令
附
則
第
十
一
条
第
五
十
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

［
新
設
］

87
る
固
定
資
産
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に
よ

り
市
町
村
長
の
証
明
が
さ
れ
た
固
定
資
産
と
す
る
。

一

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
用
に
供
す
る
土
地

二

前
号
に
掲
げ
る
土
地
の
上
に
設
置
さ
れ
る
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
等
の
用
に
供
す
る
償
却
資
産

三

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
改
修

（
増
築
、
改
築
又
は
模
様
替
を
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
も
の
で
、
か
つ
、
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
部
分

（
そ
の
利
用
に
つ
い
て
対
価
又
は
負
担
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
の
定
め
の
あ
る
部
分
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）

［
略
］

［
同
上
］

88

85

［
略
］

［
同
上
］

89

86

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
三
及
び
第
十
一
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。


